
  

一

 
 

 

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

 

○
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

政
府
原
案
に
よ
る
改
正
後 

改 

正 

前 

第
三
条
の
二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
が

家
庭
に
お
い
て
心
身
と
も
に
健
や
か
に
養
育
さ

れ
る
よ
う
、
児
童
の
保
護
者
及
び
妊
産
婦
を
支
援

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
及
び
そ

の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
の
心
身
の
状
況
、
こ
れ

ら
の
者
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況

を
勘
案
し
、
児
童
を
家
庭
に
お
い
て
養
育
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
り
又
は
適
当
で
な
い
場
合
に
あ

つ
て
は
児
童
が
家
庭
に
お
け
る
養
育
環
境
と
同

様
の
養
育
環
境
に
お
い
て
継
続
的
に
養
育
さ
れ

る
よ
う
、
児
童
を
家
庭
及
び
当
該
養
育
環
境
に
お

い
て
養
育
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
に
あ

つ
て
は
児
童
が
で
き
る
限
り
良
好
な
家
庭
的
環

境
に
お
い
て
養
育
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
一
条
の
十
の
五 

病
院
、
診
療
所
、
児
童
福

第
三
条
の
二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
が

家
庭
に
お
い
て
心
身
と
も
に
健
や
か
に
養
育
さ

れ
る
よ
う
、
児
童
の
保
護
者
を
支
援
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
の

心
身
の
状
況
、
こ
れ
ら
の
者
の
置
か
れ
て
い
る
環

境
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
、
児
童
を
家
庭
に
お

い
て
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
又
は
適
当

で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
児
童
が
家
庭
に
お
け

る
養
育
環
境
と
同
様
の
養
育
環
境
に
お
い
て
継

続
的
に
養
育
さ
れ
る
よ
う
、
児
童
を
家
庭
及
び
当

該
養
育
環
境
に
お
い
て
養
育
す
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
児
童
が
で
き
る
限
り

良
好
な
家
庭
的
環
境
に
お
い
て
養
育
さ
れ
る
よ

う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

第
二
十
一
条
の
十
の
五 

病
院
、
診
療
所
、
児
童
福

（
新
設
） 

               

（
新
設
） 



  

二

祉
施
設
、
学
校
そ
の
他
児
童
又
は
妊
産
婦
の
医

療
、
福
祉
又
は
教
育
に
関
す
る
機
関
及
び
医
師
、

歯
科
医
師
、
看
護
師
、
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
、

学
校
の
教
職
員
そ
の
他
児
童
又
は
妊
産
婦
の
医

療
、
福
祉
又
は
教
育
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す

る
者
は
、
要
支
援
児
童
等
と
思
わ
れ
る
者
を
把
握

し
た
と
き
は
、
当
該
者
の
情
報
を
そ
の
現
在
地
の

市
町
村
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

② 

（
略
） 

 

祉
施
設
、
学
校
そ
の
他
児
童
又
は
妊
産
婦
の
医

療
、
福
祉
又
は
教
育
に
関
す
る
機
関
及
び
医
師
、

看
護
師
、
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
、
学
校
の
教
職

員
そ
の
他
児
童
又
は
妊
産
婦
の
医
療
、
福
祉
又
は

教
育
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
は
、
要
支

援
児
童
等
と
思
わ
れ
る
者
を
把
握
し
た
と
き
は
、

当
該
者
の
情
報
を
そ
の
現
在
地
の
市
町
村
に
提

供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

② 

（
略
） 

 
 

 

   
 



  

三

○
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

政
府
原
案
に
よ
る
改
正
後 

改 

正 

前 

第
十
一
条 
都
道
府
県
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関

し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
主
と
し

て
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。 

 
 

イ
～
ヘ 

（
略
） 

 
 

ト 

養
子
縁
組
に
よ
り
養
子
と
な
る
児
童
、
そ

の
父
母
及
び
当
該
養
子
と
な
る
児
童
の
養

親
と
な
る
者
、
養
子
縁
組
に
よ
り
養
子
と
な

つ
た
児
童
、
そ
の
養
親
と
な
つ
た
者
及
び
当

該
養
子
と
な
つ
た
児
童
の
父
母
（
民
法
（
明

治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十

七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子

縁
組
に
よ
り
親
族
関
係
が
終
了
し
た
当
該

養
子
と
な
つ
た
児
童
の
実
方
の
父
母
を
含

む
。
）
そ
の
他
の
児
童
を
養
子
と
す
る
養
子

縁
組
に
関
す
る
者
（
特
定
妊
婦
を
含
む
。
）

に
つ
き
、
そ
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報

第
十
一
条 

都
道
府
県
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関

し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
主
と
し

て
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。 

 
 

イ
～
ヘ 

（
略
） 

 
 

ト 

養
子
縁
組
に
よ
り
養
子
と
な
る
児
童
、
そ

の
父
母
及
び
当
該
養
子
と
な
る
児
童
の
養

親
と
な
る
者
、
養
子
縁
組
に
よ
り
養
子
と
な

つ
た
児
童
、
そ
の
養
親
と
な
つ
た
者
及
び
当

該
養
子
と
な
つ
た
児
童
の
父
母
（
民
法
（
明

治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十

七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子

縁
組
に
よ
り
親
族
関
係
が
終
了
し
た
当
該

養
子
と
な
つ
た
児
童
の
実
方
の
父
母
を
含

む
。
）
そ
の
他
の
児
童
を
養
子
と
す
る
養
子

縁
組
に
関
す
る
者
に
つ
き
、
そ
の
相
談
に
応

じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の

第
十
一
条 

都
道
府
県
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関

し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
主
と
し

て
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。 

 
 

イ
～
ヘ 

（
略
） 

 
 

（
新
設
） 

           



  

四

の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ

と
。 

 

三 

（
略
） 

②
～
⑤ 

（
略
） 

 

第
十
二
条 

（
略
） 

②
～
⑤ 

（
略
） 

⑥ 

児
童
相
談
所
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
⑷
及

び
ト
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
、
当
該
業
務
に
必
要

な
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
等
に
よ
り
相
互
に
連

携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

援
助
を
行
う
こ
と
。 

  

三 

（
略
） 

②
～
⑤ 

（
略
） 

 

第
十
二
条 

（
略
） 

②
～
⑤ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

   

三 

（
略
） 

②
～
⑤ 

（
略
） 

 

第
十
二
条 

（
略
） 

②
～
⑤ 

（
略
） 

 

 
 

 

  
 



  

五

○
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

政
府
原
案
に
よ
る
改
正
後 

改 

正 

前 

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
相
談
所
等
関

係
機
関
の
職
員
及
び
学
校
の
教
職
員
、
児
童
福
祉

施
設
の
職
員
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
保
健
師
、
弁

護
士
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ

る
者
が
児
童
虐
待
を
早
期
に
発
見
し
、
そ
の
他
児

童
虐
待
の
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
研
修
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。 

３
～
７ 

（
略
） 

  

（
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
等
） 

第
五
条 

学
校
、
児
童
福
祉
施
設
、
病
院
そ
の
他
児

童
の
福
祉
に
業
務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
学

校
の
教
職
員
、
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
、
医
師
、

歯
科
医
師
、
保
健
師
、
弁
護
士
そ
の
他
児
童
の
福

祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
は
、
児
童
虐
待
を
発

見
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
児
童

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

       
３
～
７ 
（
略
） 

  

（
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

     

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
相
談
所
等
関

係
機
関
の
職
員
及
び
学
校
の
教
職
員
、
児
童
福
祉

施
設
の
職
員
、
医
師
、
保
健
師
、
弁
護
士
そ
の
他

児
童
の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
が
児
童

虐
待
を
早
期
に
発
見
し
、
そ
の
他
児
童
虐
待
の
防

止
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
研
修
等
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

３
～
７ 

（
略
） 

  

（
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
等
） 

第
五
条 

学
校
、
児
童
福
祉
施
設
、
病
院
そ
の
他
児

童
の
福
祉
に
業
務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
学

校
の
教
職
員
、
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
、
医
師
、

保
健
師
、
弁
護
士
そ
の
他
児
童
の
福
祉
に
職
務
上

関
係
の
あ
る
者
は
、
児
童
虐
待
を
発
見
し
や
す
い

立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
児
童
虐
待
の
早
期



  

六

虐
待
の
早
期
発
見
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
資
料
又
は
情
報
の
提
供
） 

第
十
三
条
の
四 
地
方
公
共
団
体
の
機
関
及
び
病

院
、
診
療
所
、
児
童
福
祉
施
設
、
学
校
そ
の
他
児

童
の
医
療
、
福
祉
又
は
教
育
に
関
係
す
る
機
関

（
地
方
公
共
団
体
の
機
関
を
除
く
。
）
並
び
に
医

師
、
歯
科
医
師
、
看
護
師
、
児
童
福
祉
施
設
の
職

員
、
学
校
の
教
職
員
そ
の
他
児
童
の
医
療
、
福
祉

又
は
教
育
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
は
、

市
町
村
長
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所

の
長
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
児
童
虐
待
に
係

る
児
童
又
は
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、
こ
れ

ら
の
者
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
児
童
虐

待
の
防
止
等
に
係
る
当
該
児
童
、
そ
の
保
護
者
そ

の
他
の
関
係
者
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
の
提

供
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
資
料
又
は
情
報

に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
長
、
都
道
府
県
の
設
置

す
る
福
祉
事
務
所
の
長
又
は
児
童
相
談
所
長
が

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
事
務
又
は
業
務

 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
資
料
又
は
情
報
の
提
供
） 

第
十
三
条
の
四 

地
方
公
共
団
体
の
機
関
及
び
病

院
、
診
療
所
、
児
童
福
祉
施
設
、
学
校
そ
の
他
児

童
の
医
療
、
福
祉
又
は
教
育
に
関
係
す
る
機
関

（
地
方
公
共
団
体
の
機
関
を
除
く
。
）
並
び
に
医

師
、
看
護
師
、
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
、
学
校
の

教
職
員
そ
の
他
児
童
の
医
療
、
福
祉
又
は
教
育
に

関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
は
、
市
町
村
長
、

都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
の
長
又
は

児
童
相
談
所
長
か
ら
児
童
虐
待
に
係
る
児
童
又

は
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、
こ
れ
ら
の
者
の

置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
児
童
虐
待
の
防
止

等
に
係
る
当
該
児
童
、
そ
の
保
護
者
そ
の
他
の
関

係
者
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
を
求
め

ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
資
料
又
は
情
報
に
つ
い

て
、
当
該
市
町
村
長
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福

祉
事
務
所
の
長
又
は
児
童
相
談
所
長
が
児
童
虐

待
の
防
止
等
に
関
す
る
事
務
又
は
業
務
の
遂
行

発
見
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
資
料
又
は
情
報
の
提
供
） 

第
十
三
条
の
三 

地
方
公
共
団
体
の
機
関
は
、
市
町

村
長
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
の
長

又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
児
童
虐
待
に
係
る
児

童
又
は
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、
こ
れ
ら
の

者
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
児
童
虐
待
の

防
止
等
に
係
る
当
該
児
童
、
そ
の
保
護
者
そ
の
他

の
関
係
者
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
を

求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
資
料
又
は
情
報
に
つ

い
て
、
当
該
市
町
村
長
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る

福
祉
事
務
所
の
長
又
は
児
童
相
談
所
長
が
児
童

虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
事
務
又
は
業
務
の
遂

行
に
必
要
な
限
度
で
利
用
し
、
か
つ
、
利
用
す
る

こ
と
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
資
料
又

は
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
資
料

又
は
情
報
に
係
る
児
童
、
そ
の
保
護
者
そ
の
他
の

関
係
者
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵



  

七

の
遂
行
に
必
要
な
限
度
で
利
用
し
、
か
つ
、
利
用

す
る
こ
と
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
資

料
又
は
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該

資
料
又
は
情
報
に
係
る
児
童
、
そ
の
保
護
者
そ
の

他
の
関
係
者
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当

に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

に
必
要
な
限
度
で
利
用
し
、
か
つ
、
利
用
す
る
こ

と
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
資
料
又
は

情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
資
料
又

は
情
報
に
係
る
児
童
、
そ
の
保
護
者
そ
の
他
の
関

係
者
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

      

 
 

 

  


